
独立行政法人農業環境技術研究所の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

理事長

理事

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２０年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,379 10,836 4,676 867 (地域手当)

千円 千円 千円 千円

699 (地域手当)

49 (通勤手当)
千円 千円 千円 千円

609 (地域手当)

49 (通勤手当)
千円 千円 千円 千円

683 683 0 0

注１：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員
    に支給されているものである。
注２：「前職」欄の記号は、役員の前職の種類別に、「＊」は退職公務員、「◇」は役員出向者、
　「※」は独立行政法人等の退職者、「＊※」は退職公務員でその後独立行政法人等の退職
　者であり、該当がない場合は空欄。

役名
その他（内容）

監事
（非常勤）

監事

理事長

理事 13,254 8,736 3,770

前職
就任・退任の状況

4月1日 ※

11,549 7,608 3,283 3月31日

平成２０年４月より地域手当の支給割合を２％引き上げた。（６％→８％）

平成２０年４月より地域手当の支給割合を２％引き上げた。（６％→８％）

　　中期目標に定められた業務について、中期計画に沿った年度計画が順調に達成され、
独立行政法人評価委員会による平成１９年度の総合評価がＡであったこと等を踏まえ、役
員報酬の増減は行わなかった。

平成２０年４月より地域手当の支給割合を２％引き上げた。（６％→８％）

平成２０年４月より報酬単価を０．３８％引き上げた。
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３　役員の退職手当の支給状況（平成２０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

3,354 3 0 H20.3.31 1.0

千円 年 月

注１：業績勘案率は、農林水産省独立行政法人評価委員会が、0.0から2.0の範囲内で業績に
　　　応じて決定している。

注３： 「前職」欄の記号は、退職者の役員時の前職の種類別に、「＊」は退職公務員、「◇」は
　　　役員出向者、「※」は独立行政法人等の退職者、「＊※」は退職公務員でその後独立行
　　　政法人等の退職者であり、該当がない場合は空欄。

該当者なし

摘　　要

該当者なし

独立行政法人評価委員
会による業績評価の結
果、年度計画に基づい
て適切に業務が行われ
ていたとされ、基本業績
勘案率1.0を加減算する
には至らないとの決定
がなされた。

※理事

監事

理事長

法人での在職期間

注２：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定
　　　に至った事由を記入している。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２０年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

142 44.5 8,390 6,152 69 2,238
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 39.8 5,927 4,283 83 1,644
人 歳 千円 千円 千円 千円

106 45.7 9,249 6,798 61 2,451
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

11 44.0 5,713 4,174 108 1,539

注２：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

　勤務成績が適切に反映されるよう職員を初任層と中間層及び管理
職層に区分し、さらにそれぞれの職員層ごとに、５段階（Ａ～Ｅ）の昇
給区分に応じた昇給号俸数を設定し、毎年１月１日に前年１年間の
勤務成績を判定し昇給させる。さらに、研究職員俸給表の適用職員
にあっては、顕著な研究業績を挙げたと認められる場合等には、特
別な昇給を実施することができる。

注１：「技術専門職員」とは、試験ほ場管理、実験動物管理、その他庁務及びこれらに準ずる専門的業務
に従事する職員を示す。

　① 人件費管理の基本方針

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（高等専門学校教員）

技術専門職員

平均年齢

研究職種

賞与：勤勉手当
（査定分）

　職員の勤務成績に応じ、１５０／１００（特定幹部職員にあっては、１
９０／１００）を超えない範囲内において成績率を決定し、俸給等の
月額にこれを乗ずること等により勤勉手当を支給する。

給与種目 制度の内容

俸給：昇給

医療職種
（病院医師）

平成20年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

区分 人員

　中期計画における職員の人事に関する計画に基づき、人員の適正な配置及び合理化
を行い、中期計画の人件費の見積りの範囲内で人件費の管理を行っている。

　独立行政法人通則法第６３条第３項に基づき、一般職の職員の給与に関する法
律の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、業務の実績
及び中期計画の人件費の見積りその他の事情を考慮し決定を行っている。

　職員の勤務成績等に応じて、昇給や勤勉手当の成績率の決定を行っている。

地域手当支給割合を1.5%引き上げ。（6.5%→8%）
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人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 32.2 5,903 4,559 40 1,344
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 32.2 5,903 4,559 40 1,344
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

21 36.1 3,621 3,621 83 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

21 36.1 3,621 3,621 83 0
注：「委託費等雇用職員」とは、委託費等から給与を支給している非常勤職員を示す。

委託費等雇用職員

技術専門職員

教育職種
（高等専門学校教員）

非常勤職員

教育職種
（高等専門学校教員）

技術専門職員

事務・技術

研究職種

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

研究職種

事務・技術

事務・技術

研究職種

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（高等専門学校教員）

技術専門職員

再任用職員

在外職員

任期付職員
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②

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

2 － －

3 51.5 － 7,820 －

13 41.0 5,507 6,083 6,731

1 － －

6 27.8 2,969 3,575 3,993

年齢28-31歳及び52-55歳の該当者はそれぞれ2名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるお
それがあることから、平均給与額については表示していない。

注２： 本部課長補佐の該当者は4名以下のため、第１・第３四分位については記載していない。

本部係長

本部主任

本部係員

年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を
除く。以下、⑤まで同じ。〕

年齢24-27歳、28-31歳、32-35歳、36-39歳、44-47歳、48-51歳及び52-55歳の該当者はそれぞれ4名以
下のため、第１・第３四分位については表示していない。

分布状況を示すグループ 人員

本部課長

本部課長補佐

①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

平均年齢 平均

注１：

注１：

注３：

注２：

本部課長及び本部主任の該当者は2名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがある
ことから、平均年齢以降の事項については記載していない。

0
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4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

2

4

6

8
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12

14
人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年齢別年間給与額の分布（事務・技術職員）
（人）（千円）
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（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

10 53.5 11,297 12,076 12,818

5 55.5 11,199 11,662 12,109

84 45.5 7,893 9,060 10,033

7 30.4 4,549 4,833 5,108

年齢32-35歳の該当者は2名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、平
均給与額については表示していない。

年齢32-35歳の該当者は4名以下のため、第１・第３四分位については表示していない。

本部研究部長

本部研究課長

主任研究員

研究員

分布状況を示すグループ

注２：

注１：

人員 平均年齢 平均

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

10

20

30

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年齢別年間給与額の分布（研究職員）
（人）（千円）
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③

（事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

25 3 3 9 5 4
（割合） (12.0%) (12.0%) (36.0%) (20.0%) (16.0%)

歳 歳 歳 歳 歳

27 33 45 47 52

～ ～ ～ ～ ～

24 27 35 41 50
千円 千円 千円 千円 千円

2,611 3,119 4,565 5,039 6,599

～ ～ ～ ～ ～

2,155 2,714 3,255 4,701 5,289
千円 千円 千円 千円 千円

3,490 4,306 6,338 7,184 8,908

～ ～ ～ ～ ～

2,954 3,740 4,454 6,637 7,587

６級 ７級 ８級 ９級 １０級

課長・
同相当職

人 人 人 人 人

1 0 0 0 0
(4.0%) (　　%) (　　%) (　　%) (　　%)

歳 歳 歳 歳 歳

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

（研究職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人

106 0 7 36 25 38 0
（割合） (　　　%) (6.6%) (34.0%) (23.6%) (35.8%) (　　　%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

34 46 50 59

～ ～ ～ ～

28 35 41 48
千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,174 6,420 7,558 9,498

～ ～ ～ ～

3,151 5,162 6,201 7,127
千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,746 8,574 10,173 13,572

～ ～ ～ ～

4,307 6,928 8,440 9,771

 職級別在職状況等（平成２１年４月１日現在）（事務・技術職員／研究職員）

主任・同相当職

部長・同相当職

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

研究部長・同相当職
研究補助員 研究員

係長・同相当職
課長補佐・同相当職

係員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与
額(最高～

最低)

注： ６級における該当者が2名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年
齢」（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

研究課長・主任研究員
・同相当職

7



④

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

該当者なし

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

65.4 67.3 66.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

34.6 32.7 33.6

％ ％ ％

         最高～最低 38.3～32.5 38.9～29.2 36.7～31.0

（研究職員）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

58.7 60.2 59.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

41.3 39.8 40.5

％ ％ ％

         最高～最低 44.3～33.2 42.9～30.3 42.9～31.7

％ ％ ％

64.7 68.4 66.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.3 31.6 33.4

％ ％ ％

         最高～最低 42.1～31.9 38.9～29.1 37.4～30.4

⑤

（事務・技術職員）
96.2

89.6

（研究職員）
100.5

100.2

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

一般
職員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／
研究職員)

区分

当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、す
べての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００とし
て、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

対国家公務員（研究職）

対他法人（研究職員）

賞与（平成２０年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

注：

対国家公務員（行政職（一））

対他法人（事務・技術職員）
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

参考

○研究職員

参考

講ずる措置

　中期計画における職員の人事に関する計画に基づき、人員の適正な配
置及び合理化を行い、中期計画の人件費の見積りの範囲内で人件費の管
理を行うとともに独立行政法人通則法第６３条第３項に基づき、一般職の職
員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従
業員の給与、業務の実績及び中期計画の人件費の見積りその他の事情を
考慮し給与水準の決定を行うことにより、引き続き適切な給与水準の維持に
努める。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を規定している「一般
職の職員の給与に関する法律」等に準拠して規定しており、給与水準は国
家公務員と同水準である。
　なお、指数が国家公務員以上となった要因は、参考指数のうち地域勘案
の指数が最も高いことから推察すると、当法人の所在地が茨城県つくば市
（地域手当：３級地）であり、研究職員には、地域手当のほかに、国に準拠し
て研究員調整手当が支給されていることによるものではないかと推察され
る。

その他

１．支出総額に占める給与、報酬等支出総額の割合　３１．２９％
　（支出総額4,872,162千円　給与、報酬等支出総額1,524,692千円）
２．研究職員における管理職の割合　６．７％
３．研究職員における大卒以上の高学歴者の割合　１００．０％
４．平成22年度に見込まれる対国家公務員指数
対国家公務員指数　１００程度
（地域勘案　100程度、学歴勘案　100程度、地域・学歴勘案　100程度）

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　９９．９％
（国からの財政支出額　4,292百万円、支出予算の総額　4,295百万円：平
成20年度予算）
【検証結果】
　当法人は、国からの財政支出である運営費交付金、施設整備費補助金、
受託収入等で運営されており、総額に占める国からの財政支出割合が高く
なっている。
　なお、当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を規定している
「一般職の職員の給与に関する法律」等に準拠して規定しており、給与水
準は国家公務員と同水準であり、適切性を確保している。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　１００．５

地域勘案　　　　　　 １０１．０

学歴勘案　　　　　　 　９９．８

地域・学歴勘案　　　１００．３

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　９９．９％
（国からの財政支出額　4,292百万円、支出予算の総額　4,295百万円：平
成20年度予算）
【検証結果】
　当法人は、国からの財政支出である運営費交付金、施設整備費補助金、
受託収入等で運営されており、総額に占める国からの財政支出割合が高く
なっている。
　なお、当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を規定している
「一般職の職員の給与に関する法律」等に準拠して規定しており、給与水
準は国家公務員と同水準であり、適切性を確保している。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　９６．２

地域勘案　　　　　　 ９６．２

学歴勘案　　　　　　 ９９．１

地域・学歴勘案　　　９７．１
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(△3.2) 58,140 (2.6)

注： 平成19年度非常勤役職員等給与には、人材派遣サービスに対する支出額（18,405千円）を含んでいるた
め、平成19年度財務諸表附属明細書「役員及び職員の給与の明細」における非常勤役職員に対する報
酬又は給与の支給合計額(317,508千円）とは一致しない。また、平成20年度非常勤役職員等給与には、
人材派遣サービスに対する支出額（16,787千円）を含んでいるため、平成20年度財務諸表附属明細書
「役員及び職員の給与の明細」における非常勤役職員に対する報酬又は給与の支給合計額(282,627千
円）とは一致しない。

最広義人件費
2,286,418 2,362,589 △ 76,171

(△10.9) 29,281 (10.8)

福利厚生費
224,579 228,057 △ 3,478 (△1.5) △ 2,301 (△1.0)

非常勤役職員等給与
299,414 335,913 △ 36,499

(△1.5) △ 48,689 (△3.1)

退職手当支給額
237,733 250,063 △ 12,330 (△4.9) 79,849 (50.6)

給与、報酬等支給総額
1,524,692 1,548,556 △ 23,864

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平
成18年度）からの増△減
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総人件費について参考となる事項

基準年度
（平成17年度）

平成18年度 平成19年度 平成20年度

1,557,363 1,533,867 1,520,097 1,472,743

△ 1.5 △ 2.4 △ 5.4

△ 1.5 △ 3.1 △ 6.1

注１：

注２：

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし。

人件費削減率
（％）

人件費削減率（補正値）
（％）

運営費交付金により雇用される任期付研究者のうち、国策上重要な研究課題（第三期科学技
術基本計画（18.3.28閣議決定）において指定されている戦略重点科学技術をいう。）に従事す
る者及び若手研究者（平成17年度末において37歳以下の研究者をいう。）を削減対象人件費
の範囲から除くこととしたことに伴い、Ⅲ表（総人件費について）の当年度及び前年度（平成19
年度）の「給与、報酬等支給総額（Ａ）」と削減対象人件費の金額（③）は異なる。なお、同様の
考えにより、平成19年度以前の「給与、報酬等支給総額」（削減対象人件費）が変更となった。
変更前は基準年度は1,607,805千円、平成18年度は1,573,381千円、平成19年度は1,548,556
千円である。

・給与、報酬等支給総額については、対前年度比△1.5%であり、主な要因としては職員数の減
少によるものである。
　また、最広義人件費については、対前年度比△3.2%となったが、上記の減額要因の外、退職
手当の減少（対前年度比△4.9%)、非常勤職員給与の減少及びそれに伴う法定福利費が減少
したためである。
・「行政改革の重要方針」（17.12.24閣議決定）による人件費削減の取組の状況
①主務大臣が中期目標において示した人件費削減の取組
　人件費については、行政改革の重要方針（17.12.24閣議決定）を踏まえ、平成18年度からの
５年度間において、5%以上の削減（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）
を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）の取組を行うとともに、国家公務員
の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進める。
②中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方
針
　人件費については、行政改革の重要方針（17.12.24閣議決定）を踏まえ、平成18年度からの
５年度間において、5%以上の削減（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）
を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）を行うとともに、国家公務員の給与
構造改革を踏まえ、役職員の給与について必要な見直しを進める。
③人件費削減の取組の進捗状況

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（17.12.24閣議決定）による人事院勧
告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。なお、平成18年、
平成19年及び平成20年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0％、0.7％、
0％である。
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